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１０．旭  連  規  約  

第１章  総  則  

 第１条  本連盟は旭川ソフトテニス連盟といい、北海道ソフトテニス連盟並び  

    に旭川市体育協会に所属する。（以下連盟）  

  第２条   本連盟は、ソフトテニスを通して会員相互の親睦と交流、普及、  

発展を図ることを目的とする。  

  第３条   本連盟は事務局を旭川市に置く。  

第２章   事   業  

  第４条   本連盟は第２条の目的を達成するため次の事業を行う。  

      １．競技大会の開催  

      ２．ソフトテニスの技術指導  

      ３．審判員の育成  

      ４．ソフトテニスの普及・発展に関する行事  

      ５．地域、職域、学生（大学・高校・中学・小学）のソフトテニスクラブ  

         との連携と支援・養成に努める。  

      ６．表彰  

      ７．その他  

第３章   会   員  

  第５条   本連盟の会員は、旭川市及びその近郊に居住している者で、次に揚  

     げる者とする。                                                         

１．（１）名誉会員（２）団体会員  

      ２．名誉会員は、名誉会長・顧問・参与・その他本連盟に特に功労の  

あった者とする。 

      ３．団体会員は、別に定める会費及び登録料を毎年５月末までに納入  

するものとする。但し新入会員は入会時とする（別表第１号）      

  第６条   加盟及び脱退は本連盟に届け出をし承認を得るものとする。  

第４章   役   員  

  第７条   本連盟に次の役員を置く。 

          会長～１名、副会長～若干名、理事長～１名、副理事長～若干名、  

常任理事～若干名（事務局・会計含）、理事～若干名、監事～２名  

  第８条   役員の選任及び職務  

      １．会長及び副会長は総会に於いて選出する。会長は会務を統括する。              

副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。  

        （副会長は予め常任理事会の決定により順位を決め代理する）  

      ２．理事長及び副理事長は、常任理事会に於いて選出し、総会の承認を  

得る。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は代理する。  

（副理事長は予め常任理事会の決定により順位を決め代理する）  

      ３．常任理事は理事より会長が委嘱する。常任理事会は会務を分担し処理  

          する。尚、会務とは専門委員会のことをさす。  

      ４．理事は登録会員より若干名を会長が委嘱する。理事は総会に出席し、  

          付議された事項を審議すると共に運営に協力する。  

又、会務（専門委員会）について常任理事に協力し処理する。  

      ５．監事は会員より会長が委嘱する。監事は会計その他会務の監査を 

し、その結果を総会に報告する。  
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第９条   役員の任期  

     １．役員の任期は２年とし再任を妨げない。補充による役員の任期は残任  

         期間とする。 

     ２．役員は任期満了の日までに選任しなければならない。  

     ３．役員は前項の定めにかかわらず、総会の終了までにその任に当たるも  

          のとする。 

  第１０条   名誉会員  

     １．名誉会員は総会において推薦し会長が委嘱する。  

     ２．名誉会員は本会の特に重要な事項について会長の諮問に応ずる。  

第５章   会   議  

  第１１条   総   会  

     １．総会は役員及び各団体の代議員２名で構成し、年１回会長が招集する。  

     ２．総会は出席者の過半数以上をもって議決する。（委任状を含む）  

     ３．会長が必要と認めた時は、臨時に総会を招集することができる。  

     ４．総会に付議すべき事項は次のとおりとする。  

      （１）事業計画及び予算の審議決定  

      （２）事業報告及び決算報告  

      （３）規約の制定及び改廃  

      （４）役員の任免に関する事項  

      （５）表彰に関する事項  

      （６）重要な財産の取得・処分  

      （７）その他重要な事項  

     ５．総会に付議すべき事項・場所・日時を記載した書面をもって、各団体  

         に通知する。 

     ６．総会の議事の要項及び議決した事項は全員に通知する。  

  第１２条   常任理事会  

     １．常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事を 

もって構成し、必要に応じて会長が招集する。  

     ２．常任理事会で審議処理すべき事項は、次のとおりとする。  

     （１）事業計画及び予算案の作成  

     （２）事業計画及び決算報告の作成  

     （３）規約の制定及び改廃案の作成  

     （４）臨時的な大会及び行事の計画・実施  

     （５）被表彰者の推薦  

     （６）緊急重要な事項の処理  

     （７）その他  

第６章   会   計  

  第１３条  第４条及び第５条で一旦納入した会費・登録料はいかなる場合にも  

返還しない。 

第１４条  本連盟の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に  

終わるものとする。 

  第１５条  本連盟の経費は次に揚げる収入をもって充てる。  

     １．登録料                   

     ２．補助金  

     ３．寄付金  

    ４．その他  
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  第１６条  予算は常任理事会の審議を経て、総会の議決によって成立する。  

決算は監査を経て総会の承認を得なければならない。  

  第１７条  監査は年１回以上、総会開催前に会計及び会務について行う。  

第７章   表   彰・除   名  

  第１８条  本連盟の会員が別に定める表彰規定にあてはまる時は、常任理事会  

           の決議を経て表彰することができる。  

  第１９条  本連盟の会員が規約に違反し、又は連盟の名誉を著しく傷付けたり  

         信用を失う行為があると認められたときは、常任理事会の決議を得  

           て除名することができる。 

第８章   慶   弔  

  第２０条  第５条１に規定する会員に下記事項が発生した場合、次のことを行う。  

       １．婚姻～祝電を送る。 

       ２．死去～弔電及び生花１基並びに香典（１万円）を贈呈する。  

付   則  

     この規約は、昭和５５年４月１日から施行する。以降平成６年・８年・９年・  

     １４年・１７年・１８年・１９年・２４年・２６年・３１年改正施行する。 

                                       

 

別   表   第１号  

  

  １．年間団体登録料  

ア．一 般 ８０００円  

イ．大学生 ８０００円  

ウ．高校生 ８０００円   （男女別）  

エ．中学生 ８０００円   （男女別）  

オ．小学生 ８０００円  

 

  ２．年間連盟登録料（団体に所属する個人）  

ア．一   般   ４５００円（日連２５００円・旭連２０００円）  

イ．大学生   ３６００円（学連１６００円・旭連２０００円）  

ウ．高校生   １７００円（日連１３００円・旭連 a４００円） 

エ．中学生   １１００円（日連１１００円）  

オ．小学生     ９００円（日連   ９００円）      

    

   ※他の地区で日連加盟している者は、旭連登録料は  ２０００円とする。 

 


